
平成２４年２月７日

国 土 交 通 省

都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について

Ⅰ 背景

大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確

保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生

安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。

Ⅱ 改正の概要

１．目的の改正

この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保

することを明示することとする。

２．都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成

（１）都市再生緊急整備協議会（以下「協議会」という。）は、都市開発事業等を通じ

て、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るための計画

（以下「都市再生安全確保計画」という。）を作成することができることとする。

（２）都市再生安全確保計画には、大規模な地震が発生した場合の滞在者等の安全の確

保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の施設（以下「都市再生安

全確保施設」という。）の整備に関する事業等を記載することとする。

３．都市再生安全確保計画に係る特例

（１）認定等に係る手続の特例

協議会は、都市再生安全確保計画に一定の認定等を要する建築物の建築等に関す

る事項を記載しようとするときは、認定等権者の同意を得ることができることとし、

当該都市再生安全確保計画が公表されたときは、これらの認定等があったものとみ

なすこととする。

（２）容積率の特例

都市再生安全確保計画に記載された事項に係る一定の都市再生安全確保施設の床

面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする。

（３）都市公園の占用の許可の特例

協議会が公園管理者の同意を得て都市公園に設ける一定の都市再生安全確保施設

の整備に関する事業に関する事項を記載した都市再生安全確保計画が公表された

後、２年以内に当該都市再生安全確保施設の占用の許可の申請があった場合は、当

該公園管理者は、その占用の許可をすることとする。

（４）都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設

① 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された

事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施

設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて

締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者

等となった者に対してもその効力があるものとする。

② 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自

ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定

 

 



 

 
を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公

告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力が

あるものとする。

Ⅲ 閣議決定日

平成２４年２月７日（火）

【問い合わせ先】

都市局まちづくり推進課 まちづくり企画調整官 永山

電話：03-5253-8111（内線：32-552）

都市局公園緑地・景観課 課長補佐 長谷川

電話：03-5253-8111（内線：32-932）

住宅局建築指導課 課長補佐 日下

電話：03-5253-8111（内線：39-517）

住宅局市街地建築課 課長補佐 池田

電話：03-5253-8111（内線：39-613）


